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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１２月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年８月２０日 ０１時００分ごろ 

発生場所 愛知県蒲
がま

郡
ごおり

市倉舞港 

倉舞港沖防波堤西灯台から真方位２３８°３９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.３′ 東経１３７°１０.０′） 

事故の概要  漁船宝
ほう

重
じゅう

丸は、北東進中、乗り揚げた。 

 宝重丸は、船底に破口などを生じた。 

事故調査の経過  平成２７年８月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 宝重丸、１４トン 

ＡＣ２－４２５３、個人所有 

１７.３９ｍ（Lr）×４.０６ｍ×１.６２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４３５kＷ（動力漁船登録票による）、平成２年７

月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５２年４月８日 

免許証交付日 平成２３年１０月２４日 

         （平成２９年５月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に破口、プロペラ翼及び舵板に曲損、主機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約１.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約９６cm（蒲郡） 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、船首約０.６ｍ、船尾約

１.５ｍの喫水で、平成２７年８月１９日２３時００分ごろ、蒲郡市

知
ち

柄
がら

漁港に向けて愛知県渥美半島南方沖の漁場を発進した。 

 船長は、手動操舵により約１３～１４ノット（kn）の対地速力で愛

知県田原市伊良湖岬西方沖を通過し、渥美半島北西岸に沿って航行し

た後、田原市立馬埼北方沖において、ＧＰＳプロッターで知柄漁港を

確認し、自動操舵に切り替えて針路を同漁港西方に設定して北東進し
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た。 

 船長は、周囲に他船を見掛けず、操縦席の背もたれに寄り掛かった

状態で操船を続けていたところ、レーダーで蒲郡市橋田鼻まで約２海

里（Ｍ）となったところまで確認したが、その後、居眠りに陥った。 

 本船は、同じ針路、速力で航行を続け、８月２０日０１時００分ご

ろ知柄漁港手前にある倉舞港の松島西岸に乗り揚げた。 

 船長は、衝撃で目が覚めると同時に自然に機関が停止し、周囲の状

況から乗り揚げたことを知り、所属の漁業協同組合及び僚船に本事故

の発生を知らせて救助を要請するとともに、海上保安庁への通報を依

頼した。 

 甲板員は、機関室後方の船室から濡れた状態で甲板上に出たが、怪
け

我
が

はなかった。 

 本船は、その後、作業船に吊
つ

り上げられ、知柄漁港の造船所に上架

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  海図Ｗ１４３５（東幡豆港）によれば、本事故発生場所は、干出浜

（岩）である。 

本船は、お盆休み明けの初めての操業であった。 

 本船は、１８日１６時００分ごろ渥美半島南方沖の漁場に到着した

後、１９日２３時００分ごろまでに１０回程度底引き網漁の操業を繰

り返した。 

船長と甲板員は、えい
．．

網中、操舵室で１人が操船を行い、もう１人

が約２時間半の休息をとるようにしていた。 

本船は、本事故当時、甲板員が休息をとっていた。 

 船長は、揚網を開始するまでの休息中、いつもより仮眠がとれたの

で、眠気を感じていなかったが、帰航中、操業の疲れを感じていた。 

 船長は、ふだん眠気を感じた場合、飴
あめ

をなめたり、ガムをかんだ

り、立ち上がったりして眠気を払っていたが、本事故時、何もしてい

なかった。 

 船長は、ふだん橋田鼻沖約２Ｍに近づくと、入港準備のため、甲板

員を起こしていたが、本事故当時、いつの間にか寝てしまった。 

 船長は、立馬埼を通過するまで他船が近くにいたので、手動操舵で

航行していたが、その後、海上が平穏であり、他船を見掛けなかった

ので緊張感が緩んだと本事故後に思った。 

海上保安庁の潮流推算海域図及び潮汐表によれば、本事故当時、伊

良湖水道の南東流最強時から約１時間後であり、本事故海域付近に西

南西流が約０.２～０.５kn であった。 

船長は、渥美半島南方沖で約４１年間の操業経験があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

あり 

 本船は、知柄漁港西方に向けて自動操舵で北東進中、船長が、居眠

りに陥ったことから、潮流の影響を受けて松島西岸に乗り揚げたもの

と考えられる。 

船長は、自動操舵で操縦席の背もたれに寄り掛かった状態で操船を

続けていたこと、周囲に他船を見掛けず、緊張感が緩んだこと及び操

業の疲れを感じていたことから、覚醒水準が低下して居眠りに陥った

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、知柄漁港西方に向けて自動操舵で北東進

中、船長が、居眠りに陥ったため、潮流の影響を受けて松島西岸に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直中に眠気を感じた場合、椅子等に腰を掛けず、立って体

を動かしたり、舵輪による手動操舵したりするなどして眠気を払

うこと。また、眠気を払うことができないときは、休息中の乗組

員を昇橋させて船橋当直を交替するか、２人で当直を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知柄漁港 

渥美半島 

立馬埼 

× 

拡大図 

松島 

事故発生場所 

（平成２７年８月２０日

０１時００分ごろ発生） 

倉舞港 

倉舞港沖防波堤西灯台 

橋田鼻 

本船 

伊良湖岬 

田原市 

蒲郡市 


